
『
古
事
談

下
不
静
云
々
」「
同

「
同
十
二
月
一
日
、
王

元
永
二
年
（
一
一
一

造
ら
れ
た
宝
殿
へ
の

主
上
を
含
め
た
咳
病

一

石
清
水
八
幡
宮
の

作
成
し
た
か
と
思
わ

事
が
あ
る
。
長
治
三

殿
新
造
の
問
題
や
廃

そ
の
後
の
対
応
が
抜

「
九
月
二
十
七
日
以
後

『
古

』
第
五

賀
茂
社
話
群
考

七
月
十
九
日
、
天
下
大
事
（
堀
河
天
皇

有
御
即
位
事
」
と
い
う
こ
と
ま
で
抄

九
）
十
一
月
一
日
の
鴨
御
祖
社
焼
亡
の

遷
宮
で
一
件
落
着
し
た
後
、
翌
年
の
輔

の
流
行
・
四
月
の
改
元
・
延
暦
寺
と
三

『
宮
寺
縁
事
抄
』
第
二
十
八
に
は
、
日

れ
る
、
賀
茂
別
雷
社
の
初
め
て
の
焼
亡

年
（
一
一
〇
六
）
四
月
十
二
日
の
焼
亡

朝
、
奉
幣
使
、
失
火
の
罪
を
問
わ
れ
た

き
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ

、
有
山
大
衆
騒
動
沙
汰
」「
同
二
年
二

事
談
』
第
五

賀
茂
社

崩
御
を
指
す
）」

出
す
る
。
続
い
て

場
合
も
、
新
た
に

仁
親
王
の
薨
去
・

井
寺
大
衆
の
闘
争

五
日
の
火
事

「
今
年
七
月
以

「
十
二
月
有
遷

始
ま
っ
て
い

国
家
規
模
の

記
類
に
基
づ
い
て

に
関
す
る
抄
出
記

の
記
事
の
他
、
宝

者
の
配
流
な
ど
、

け
で
は
終
わ
ら
ず
、

月
中
旬
以
後
、
天

日
、
彗
星
出

に
古
代
か
ら

焼
亡
と
い
う

国
家
の
尊
崇

「
事
後
の
実
例

『
古
事
談
』

た
第
一
話
（

話
群
考

ま
で
書
き
出

の

末
と
そ
の
後
の
朝
廷
の
対
応
を

後
至
同
十
四
年
。
有
征
夷
事
。
大
将

都
。
同
十
二
年
遷
平
安
宮
」
と
記
す

る
の
で
、「
事
後
」
と
は
言
え
な
い
が

政
変
に
言
及
す
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
、

現
の
後
で
翌
年
ま
で
に
起
こ
っ
た
異
変

次
々
と
書
き
出
し
た
藤
原
忠
親
と
同
様

事
態
を
捉
え
よ
う
と
す
る
意
図
を
意
味

の
篤
い
神
社
の
焼
亡
も
国
家
的
規
模

」
で
確
認
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
思

第
五
神
社
仏
寺
の
巻
頭
、
伊
勢
内
宮

以
下
５
｜
１
の
よ
う
に
表
示
）
も
、
延

生

井

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
姿
勢
は
、
治
承
二

六
七

記
し
た
後
、
一
段
下
げ
て

軍
乙
麿
。
田
村
麿
等
也
」

。「
征
夷
事
」
は
七
月
か
ら

、
大
兵
乱
と
遷
都
と
い
う

『
宮
寺
縁
事
抄
』
の
賀
茂

の
前
例
を
、『
山
槐
記
』

の
発
想
で
、
賀
茂
上
下
社

す
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

の
異
変
の
兆
と
み
な
し
、

わ
れ
る
。

の
初
め
て
の
焼
亡
を
記
し

暦
十
年
（
七
九
一
）
八
月

真
理
子

年
（
一
一
七
八
）
正
月
七



容
は
、
神
居
復
旧
の

す
な
わ
ち
、『
古
事

と
し
て
位
置
づ
け
ら

心
と
し
、
宇
佐
・
筥

で
は
天
皇
・
院
・
親

医
師
丹
波
重
基
・
石

っ
た
登
場
人
物
の
幅

向
か
っ
て
「
毎
夜
御

る
。
こ
れ
は
、
伊
勢

宣
の
内
容
が
記
さ
れ

い
。
が
、
少
な
く
と

通
じ
て
神
の
意
志
が

な
ど
、
伊
勢
大
神
宮

印
象
づ
け
ら
れ
る
。

『
古
事
談

社
焼
亡
の
記
事
と
類

に
国
家
の
大
異
変
と

（
一
〇
四
〇
）、
大
風

瑞
垣
、
御
門
等
皆
悉

下
向
し
よ
う
と
す
る

卿
勅
使
は
停
止
、
た

後
、
公
卿
勅
使
を
派
遣
す
べ
き
だ
と
い

談
』
第
五
で
は
、
伊
勢
は
国
家
と
天

れ
る
。
続
く
第
三
話
か
ら
第
十
二
話
ま

崎
・
藤
井
寺
新
宮
ま
で
を
含
め
た
八
幡

王
・
大
臣
以
下
公
卿
ク
ラ
ス
が
登
場
し

清
水
別
当
、
仏
教
界
で
は
弘
法
大
師
や

広
さ
が
見
ら
れ
、
天
皇
家
や
王
孫
源
氏

拝
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
記

大
神
宮
外
宮
の
被
災
の
初
例
で
も
あ
る

ず
、
神
が
公
卿
勅
使
を
停
止
さ
せ
た
理

も
、
天
皇
家
の
皇
女
が
斎
宮
と
な
っ
て

伝
え
ら
れ
、
天
皇
自
ら
陳
謝
の
た
め
の

が
天
皇
と
直
結
す
る
至
高
の
神
社
で
あ

（『
春
記
』
に
よ
れ
ば
、
斎
宮
か
ら
提
示

』
第
五

賀
茂
社
話
群
考

似
の
構
成
を
な
し
て
い
る
と
言
え
る
。

の
連
動
を
見
る
の
で
あ
る
。
次
の
５
｜

大
雨
に
よ
り
「
伊
勢
大
神
宮
正
殿
、
及

倒
」
と
い
う
事
態
に
、
伊
勢
へ
の
公

矢
先
、「
神
宮
御
託
宣
」
が
斎
宮
か
ら

だ
辰
筆
の
宣
命
を
捧
げ
、
天
皇
自
ら
宮

う
も
の
だ
っ
た
。）

皇
の
た
め
の
神
社

で
は
石
清
水
を
中

宮
で
あ
る
。
俗
人

、
若
宮
信
仰
で
は

藤
井
寺
の
尼
と
い

の
祖
神
・
出
家
し

場
。
第
二
話

茂
は
全
部
通

る
。
５
｜

で
共
通
す
る

な
っ
て
い
る

比
較
す
る
と

像
で
共
通
し

録
文
の
抄
出
で
あ

。
こ
こ
で
は
、
託

由
が
明
確
で
は
な

奉
仕
し
、
斎
宮
を

御
拝
が
な
さ
れ
る

る
こ
と
は
、
強
く

さ
れ
た
託
宣
の
内

『
古
事
談
』

一
見
淡
々
と

の
話
題
で
対

る
。
賀
茂
社

上
社
）、
後
半

終
話
に
は
、

伊
勢
内
宮
の
異
変

２
は
、
長
久
元
年

東
西
宝
殿
、
神
宮

卿
勅
使
が
選
ば
れ
、

示
さ
れ
、
結
局
公

中
の
庭
で
伊
勢
に

た
菩
薩
神
と

談
』
第
五
の

こ
と
が
す
で

茂
社
で
あ
っ

な
神
社
と
し

と
第
三
話
に
は
利
生
を
願
い
な
が
ら
対

夜
の
夢
の
話
題
だ
が
、
５
｜

と
５
｜

と
５
｜

は
本
地
の
話
題
で
共
通
し
、

、
と
い
う
よ
う
に
共
通
項
が
ず
れ
な
が

。
四
話
の
構
成
だ
け
で
は
な
い
。
伊
勢

、
伊
勢
と
八
幡
の
最
初
話
は
そ
れ
ぞ
れ

、
無
事
だ
っ
た
御
正
体
（
神
鏡
）
と
焼

二神
社
の
部
の
構
成
は
、
話
題
の
選
択

進
む
が
、
実
に
綿
密
に
計
算
さ
れ
て
い

称
を
な
す
よ
う
に
、
八
幡
宮
話
群
も
対

話
群
四
話
も
、
前
半
二
話
の
話
題
の
場

二
話
は
賀
茂
御
祖
社
（
以
下
、
下
社

上
社
の
氏
人
の
筆
頭
の
神
主
、
下
社
の

い
う
八
幡
神
の
側
面
が
話
題
の
中
に
網

神
社
の
配
列
は
、
二
十
二
社
の
神
格
の

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
二
十
二
社
で

た
。
で
は
、
賀
茂
社
は
『
古
事
談
』
第

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

称
的
な
結
果
の
二
人
。
賀

は
夢
に
直
接
神
が
現
れ

５
｜

と
５
｜

は
神
幸

ら
、
連
続
す
る
仕
組
み
に

・
八
幡
・
賀
茂
と
話
題
を

焼
亡
、
及
び
御
正
体
と
神

失
し
た
僧
形
八
幡
像
が
対

と
言
い
、
配
置
と
言
い
、

る
。
伊
勢
が
内
宮
と
外
宮

称
的
な
構
成
に
な
っ
て
い

は
賀
茂
別
雷
社
（
以
下
、

）
で
あ
る
。
最
初
話
と
最

氏
人
の
筆
頭
の
禰
宜
が
登

六
八羅

さ
れ
て
い
る
。『
古
事

高
い
順
か
ら
並
ん
で
い
る

第
三
ラ
ン
ク
の
神
社
が
賀

五
の
中
で
は
、
ど
の
よ
う

。



『
古
事
談

託
宣
に
よ
り
神
社
主

賀
茂
社
の
申
請
に
よ

御
供
料
に
六
百
余
町

の
同
母
弟
敦
実
親
王

は
も
ち
ろ
ん
石
清
水

勢
田
尼
上
が
、「
モ
ロ

氏
人
に
「
大
明
神
は

の
日
の
通
夜
の
夢
に

也
」
と
大
明
神
が
告

「
七
ケ
日
不
断
念
仏
」

蓮
花
開
敷
」
き
、
神

告
げ
る
と
夢
に
見
た

幡
は
精
進
の
御
供
で

く
共
通
項
が
ず
れ
て

の
連
携
と
い
う
編
集

と
い
う
こ
と
で
も
あ

自
然
に
浮
き
上
が
っ

も
っ
と
も
、
そ
れ

め
る
か
ら
こ
そ
話
に

称
的
で
あ
る
。
八
幡

』
第
五

賀
茂
社
話
群
考

催
で
始
ま
り
、
堀
河
天
皇
の
寛
治
四

っ
て
、
公
事
と
し
て
「
日
供
」
が
始
め

の
不
輸
祖
田
が
寄
進
さ
れ
た
。
５
｜
３

が
御
供
の
た
め
の
荘
園
を
寄
進
し
た
と

に
比
べ
て
も
歴
史
は
ま
だ
浅
い
。
し
か

モ
ロ
ノ
魚
鳥
」
の
御
料
を
供
え
る
時

何
が
お
好
き
か
」
と
尋
ね
る
が
、
氏
人

、
宝
殿
の
戸
が
開
き
、「
我
弥
陀
念
仏

げ
た
と
見
る
。
そ
こ
で
賀
茂
社
に
お
い

を
行
う
と
、
結
願
の
夜
に
は
、「
御
社

主
成
重
が
「
こ
れ
は
念
仏
人
が
往
生
す

と
い
う
。
賀
茂
社
の
御
供
は
、
応
徳
三

賀
茂
は
魚
鳥
の
御
供
と
対
称
的
、
と
い

ゆ
く
。
こ
う
い
っ
た
共
通
項
が
あ
る
と

技
術
に
加
え
、
読
者
に
と
っ
て
一
見
し

る
。
比
較
す
る
こ
と
で
、
そ
の
神
社
・

て
く
る
の
で
あ
る
。

は
必
ず
し
も
常
識
的
な
特
徴
と
も
限
ら

な
る
と
い
う
面
は
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と

と
賀
茂
の
最
初
話
は
と
も
に
御
供
の
話年

（
一
〇
九
〇
）、

ら
れ
、
朝
廷
か
ら

で
は
、
醍
醐
天
皇

い
う
か
ら
、
伊
勢

も
、
神
は
直
々
に

幡
宮
か
ら
と

不
審
に
思
っ

す
る
の
だ
と

い
う
情
報
を

た
ら
し
く
、

刻
に
行
き
合
わ
せ
、

は
わ
か
ら
ず
、
そ

ヲ
好
也
。
常
可
申

て
僧
侶
を
頼
み
、

乃
跡
池
ニ
ナ
リ
テ
、

べ
き
蓮
花
也
」
と

年
（
一
〇
八
六
）

を
遂
げ
た
と

教
的
な
救
済

ま
た
、
範
兼

「
ま
た
実
重
が

さ
れ
、
八
幡

そ
の
八
幡

（
一
一
四
〇
）

う
具
合
に
、
同
じ

い
う
こ
と
は
、
話

て
比
較
が
可
能
だ

神
の
特
性
も
ま
た

ず
、
意
外
性
を
秘

え
ば
、
５
｜

。

性
に
話
の
ポ

こ
こ
で
「

起
さ
せ
、
次

て
、
東
山
の

書
写
し
た
般

熱
苦
を
免
れ

｜
９
の
、
石

題
で
共
通
し
、
八

尼
の
夢
に
顕

い
っ
て
獅
子
頭
や
鉾
な
ど
神
宝
等
を
舞

て
尋
ね
る
と
八
幡
宮
が
焼
失
し
た
の
で

い
う
。
翌
朝
、
都
か
ら
参
詣
の
人
に
昨

得
る
。
石
清
水
八
幡
宮
焼
亡
は
、
そ
の

八
幡
神
は
源
為
義
が
創
建
し
た
左
女
牛

い
う
話
と
比
較
し
て
、
大
菩
薩
と
し
て

が
必
要
で
法
施
を
望
む
神
と
の
力
量
の

の
三
つ
の
願
い
の
う
ち
一
つ
は
叶
え
ら

来
た
」
と
賀
茂
神
が
嘆
い
た
と
い
い

の
救
済
力
と
の
差
も
目
を
引
く
。

大
菩
薩
が
下
社
に
現
れ
る
の
が
、
５

正
月
、
通
夜
の
当
番
に
当
た
っ
て
い

イ
ン
ト
が
あ
る
。

御
社
乃
跡
」
が
蓮
花
が
咲
く
池
に
な
っ

の
５
｜

で
賀
茂
の
本
地
が
正
観
音
で

地
に
堂
を
建
立
す
る
こ
と
に

が
っ
て

若
心
経
を
奉
納
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大

た
と
示
現
し
て
、
雷
神
と
し
て
の
苦
悩

清
水
八
幡
宮
に
源
有
仁
が
七
日
間
参
詣

れ
、「
我
弥
陀
念
仏
ヲ
好
也
」
と
告
げ

六
九

殿
に
運
び
込
む
と
見
た
。

大
菩
薩
が
こ
ち
ら
へ
渡
御

夜
八
幡
宮
が
焼
失
し
た
と

当
時
大
き
な
話
題
と
な
っ

若
宮
八
幡
宮
に
遷
っ
た
と

の
神
力
を
持
つ
神
と
、
仏

差
が
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
。

れ
ず
、
実
重
に
対
し
て
は

、
神
の
力
の
限
界
が
明
示

｜

で
あ
る
。
保
延
六
年

た
禰
宜
季
継
は
夢
に
、
八

た
と
は
、
極
楽
浄
土
を
想

あ
る
と
、
範
兼
が
夢
に
見

ゆ
く
。
た
だ
し
、
範
兼
が

明
神
は
龍
蛇
が
受
け
る
三

を
漂
わ
せ
て
も
い
る
。
５

し
て
往
生
を
祈
り
、
往
生

る
の
だ
か
ら
、
そ
の
意
外



定
し
な
か
っ
た
か
、

幸
は
、
５
｜
６
に
、

放
生
会
被
准
行

々
。（
以
下
略
）

と
あ
る
よ
う
に
、
現

石
清
水
放
生
会
の
神

て
半
木
の
道
を
通
っ

る
だ
け
に
、
こ
の
話

だ
が
、『
古
事
談
』
編

前
話
５
｜

は
、
実

で
上
社
か
ら
百
官
の

に
『
法
華
経
』
方
便

泥
の
経
一
巻
が
立
つ

の
偈
を
説
い
た
釈
迦

『
古
事
談

い
う
夢
想
が
噂
と
な

と
い
う
か
ら
、
季
継

社
焼
亡
の
時
に
は
、

殿
の
御
体
も
護
国
寺

神
社
に
所
属
す
る
者

保
延
六
年
の
石
清

解
釈
は
分
か
れ
よ
う
。
た
だ
、「
行
幸

幸
之
儀
式
事
ハ
、
延
久
二
年
始
也
。
上

実
世
界
で
は
、
延
久
二
年
（
一
〇
七
〇

幸
の
時
だ
け
で
あ
る
。
賀
茂
上
社
か
ら

て
下
社
に
た
ど
り
着
く
と
、
次
話
の
八

も
八
幡
宮
話
群
の
中
に
あ
っ
て
も
よ
い

者
は
あ
く
ま
で
も
下
社
の
話
題
と
し

重
が
下
社
で
本
地
の
示
現
を
望
ん
で
、

供
奉
を
従
え
た
行
幸
に
出
会
い
、
鳳
輦

品
の
「
一
称
南
無
仏
、
皆
已
成
仏
道
」

と
見
た
と
い
う
。
こ
れ
を
本
地
は
法
華

と
見
る
か
、
こ
の
場
合
の
「
仏
」
は
諸

』
第
五

賀
茂
社
話
群
考

っ
て
、「
都
人
士
女
」
が
左
女
牛
へ
こ

の
夢
が
途
方
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ

正
殿
の
御
正
体
は
末
社
の
貴
船
社
へ
移

へ
遷
さ
れ
た
よ
う
に
、
必
ず
関
連
す
る

の
感
覚
に
す
れ
ば
、
実
に
「
不
思
議
の

水
焼
亡
に
つ
い
て
は
５
｜
３
で
す
で
に

」
と
い
う
形
の
神

卿
大
納
言
隆
国
云

）
に
始
め
ら
れ
た

神
の
行
幸
が
あ
っ

幡
神
の
行
幸
に
す

賀
茂
社
の
供

供
養
し
て
い

も
、
や
は
り

音
・
法
華
経

に
書
か
れ
た

で
に
賀
茂
明

な
お
、
５

よ
う
に
も
見
え
る
。

て
位
置
づ
け
た
。

夢
に
半
木
社
の
辺

に
は
、
そ
の
外
題

の
偈
句
を
記
す
金

経
と
す
る
か
、
こ

仏
を
指
す
の
で
特

に
は
法
華
経

茂
上
社
に
鳥

茂
下
社
に
中

年
（
一
〇
九

茂
社
に
経
蔵

敬
篤
く
、
賀

一
七
四
）
の

ぞ
っ
て
参
詣
し
た

た
。
し
か
し
、
上

さ
れ
、
石
清
水
内

所
へ
運
ば
れ
た
。

夢
」
で
あ
ろ
う
。

話
題
に
な
っ
て
い

り
替
わ
る
よ

賀
茂
上
社

寛
弘
二
年
（

年
（
一
〇
二

六
〇
）
関
白

に
は
尊
勝
陀

僧
を
導
師
と
し
て
、「
後
世
の
資
」
の

る
。『
古
事
談
』
５
｜

の
範
兼
が
行

同
様
だ
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
ま

と
賀
茂
神
が
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
長

『
法
華
験
記
』
中
・

「
蓮
秀
法
師
」

神
と
法
華
経
・
観
音
信
仰
と
の

が
り

｜

の
成
重
は
神
に
仕
え
る
身
だ
が
、

の
金
字
御
経
供
養
を
行
わ
せ
、
永
久
四

羽
天
皇
御
願
と
し
て
の
塔
が
、
保
安
元

宮
（
待
賢
門
院
）
の
た
め
に
東
西
の
塔

二
）
に
は
初
め
て
上
社
に
供
僧
が
置
か

を
建
て
、
大
般
若
経
と
四
天
王
像
を
奉

茂
両
社
境
内
の
仏
教
的
な
設
備
も
整
っ

頃
、
藤
原
経
房
は
夢
想
に
よ
り
賀
茂
社

う
な
配
置
に
、
編
者
の
無
言
の
意
図
を

の
神
仏
習
合
に
つ
い
て
は
、
嵯
峨
井
建

一
〇
〇
五
）
に
は
下
社
に
神
宮
寺
の
存

〇
）
道
長
は
上
・
下
社
で
神
前
読
経
を

頼
通
は
大
般
若
経
を
奉
納
、
白
河
院
は

羅
尼
供
養
を
、
天
仁
二
年
（
一
一
〇
九

た
め
に
般
若
心
経
六
巻
を

っ
た
心
経
の
供
養
の
方
法

た
、
５
｜

・

で
は
観

久
四
年
（
一
〇
四
三
）
頃

の
冥
途
蘇
生
話
に
は
、
す

が
見
ら
れ
る
。

『
朝
野
群
載
』
巻
二
所
引

年
（
一
一
一
六
）
に
は
賀

年
（
一
一
二
〇
）
よ
り
賀

の
建
立
さ
れ
た
。
寛
治
六

れ
、
参
議
藤
原
為
隆
は
賀

納
し
た
等
々
、
貴
紳
の
崇

て
い
く
。
承
安
四
年
（
一

に
毎
月
参
詣
、
奉
幣
の
後
、

七
〇

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

氏
の
論
考
に
詳
し
い
が
、

在
が
確
認
さ
れ
、
寛
仁
四

行
い
、
康
平
三
年
（
一
〇

嘉
承
元
年
（
一
一
〇
七
）

）
に
は
八
社
の
う
ち
賀
茂



『
古
事
談

採
録
す
る
が
、
時
代

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

の
巻
で
は
官
位
昇
進

多
く
の
裏
付
け
が
得

（
一
〇
〇
四
）
十
二
月

や
神
主
重
忠
が
法
華

の
法
会
を
催
し
て
い

教
的
色
彩
の
目
立
つ

い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

る
「
話
」
は
ほ
と
ん

『
古
今
著
聞
集
』（
以

四
）
の
頃
か
ら
法
華

れ
た
。
永
保
元
年
（

夫
等
が
、
各
一
品
を

継
の
子
成
久
や
、
成

り
、
ま
た
、
成
重
の

寿
寺
を
建
立
と
い
う

ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

の
『
賀
茂
社
桜
会
縁

』
第
五

賀
茂
社
話
群
考

的
に
は
『
古
事
談
』
に
登
場
す
る
人
物

仏
教
色
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

祈
願
が
中
心
で
あ
り
、
こ
れ
は
他
の
文

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
非
参
議
藤
原
高

七
日
に
七
日
詣
で
の
最
後
の
日
、
通

経
供
養
を
、
下
社
で
は
禰
宜
裕
季
ら
が

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
視
点

『
古
事
談
』
の
話
題
も
当
時
の
社
頭
の

『
古
事
談
』
を
含
め
て
、
賀
茂
明
神
に

ど
な
く
、『
古
事
談
』
よ
り
約
半
世

下
『
著
聞
集
』）
に
は
賀
茂
社
の
個
人

八
講
を
始
め
、
彼
の
死
後
も
息
子
成
継

一
〇
八
三
）、
こ
れ
を
聞
き
及
ん
だ
后

書
写
供
養
の
斎
会
、
法
華
三
十
講
を
行

継
の
弟
で
成
重
の
父
で
も
あ
る
重
助
は

死
後
に
な
る
が
、
成
重
の
弟
重
継
は
氏

よ
う
に
、
当
時
の
上
社
の
神
主
一
族
も

ま
た
、『
轉
法
輪
鈔
』
か
ら
は
、
成
継

起
』
に
よ
れ
ば
、
彼
の
祖
父
成
助
は
天

群
と
ほ
ぼ
重
な
る

こ
と
に
、『
神

』

献
資
料
を
見
て
も
、

遠
は
、
寛
弘
元
年

夜
の
夢
で
念
願
の

と
こ
ろ
で

の
賀
茂
社
話

『
古
事
談
』

大
般
若
経
の
供
養

か
ら
見
れ
ば
、
仏

囲
気
を
伝
え
て

後
世
の
救
済
を
祈

紀
遅
く
成
立
し
た

祈
願
の
話
を
十
話

〇
）
五
位
蔵

と
も
に
望
み

数
多
く
参
詣

て
ゆ
く
宮
廻

ら
の
方
が
一

を
向
け
た
点

と
言
え
よ
う

に
よ
っ
て
続
け
ら

宮
・
公
主
・
卿
大

っ
た
と
い
う
。
成

出
家
入
道
し
て
お

寺
と
し
て
の
最
長

仏
教
に
傾
倒
し
て

女
（
藤
原
雅
教
室
）

『
袋
草
紙
』
に

茂
社
に
ま
う

わ
が
た

も
が
な

を
詠
み
、
藤

た
。
官
位
を

寛
三
年
（
一

喜
二
年
（
一
〇
五

太
宰
大
弐
の

三、『
著
聞
集
』
第
二
「
神

」
と
『
古

群
で
は
共
通
点
が
あ
る
。
登
場
す
る
人

の
賀
茂
社
の
話
題
で
、
ま
ず
、
目
に

人
を
願
っ
た
藤
原
光
長
（
高
藤
流
、
光

が
叶
っ
て
い
る
。
実
際
に
は
法
施
も
行

す
る
百
度
詣
や
千
度
詣
、
正
殿
の
他
末

り
、
参
籠
と
い
っ
た
点
が
話
題
に
上
る

般
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
む
し
ろ
賀

に
、『
古
事
談
』
編
者
の
関
心
の
あ
り

。 も
採
ら
れ
て
い
る
。
藤
原
顕
輔
は
「

で
て
」、

の
む
か
も
の
か
は
な
み
た
ち
か
へ
り
う

（『
顕
輔
集
』）

原
俊
成
も
若
か
っ
た
頃
は
「
百
度
詣
な

所
望
し
て
成
否
を
決
す
る
日
に
賀
茂
社

一
六
五
）
神

伯
を
望
ん
だ
顕
広
王

拝
任
を
予
告
さ
れ
た
時
の
歌
が
家
集

七
一

事
談
』
第
五
の
神
社
仏
寺

物
た
ち
の
階
層
で
あ
る
。

つ
く
の
は
、

房
の
子
）
な
ど
が
知
ら
れ
、

わ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

社
も
含
め
て
順
に
参
拝
し

と
こ
ろ
を
見
る
と
、
こ
ち

茂
社
の
仏
教
的
側
面
に
目

よ
う
の
特
徴
が
見
ら
れ
る

身
の
う
れ
へ
侍
る
比
、
賀

れ
し
き
せ
ぜ
に
あ
ふ
よ
し

ど
し
け
る
」
と
振
り
返
っ

に
参
籠
し
た
例
で
は
、
長

や
、
治
承
四
年
（
一
一
八

に
あ
り
、『
拾
遺
集
』
や



故
堀
河
天
皇
の
追
善

河
院
の
御
幸
も
あ
っ

し
た
と
、
承
久
二
年

て
、
そ
の
行
跡
が
記

の
時
だ
と
す
れ
ば
、

の
間
で
あ
る
か
ら
、

茂
神
の
示
現
は
心
強

う
。
そ
こ
で
、
登
場

５
｜

の
勢
田
尼

村
上
源
氏
の
大
納
言

は
白
河
院
の
近
臣
と

な
け
れ
ば
、
誰
と
わ

い
う
呼
称
か
ら
し
て

っ
た
こ
と
を
思
わ
せ

『
古
事
談

５
｜

「
勢
田

５
｜

「
範
兼

５
｜

「
式
部

５
｜

「
鴨
社

御
社
之

と
、
人
物
と
通
夜
で

の
た
め
に
京
極
に
九
体
阿
弥
陀
堂
を
建

た
。
保
安
三
年
（
一
一
二
二
）
に
念
仏

（
一
二
二
〇
）
成
立
の
『
三
外
往
生
伝

さ
れ
る
。
尼
上
が
夢
を
見
た
の
は
、
成

保
延
二
年
（
一
一
三
六
）
か
ら
久
安
元

す
で
に
雅
俊
は
故
人
で
あ
っ
た
。
遺
族

く
、
賀
茂
社
に
と
っ
て
は
、
神
主
一
族

人
物
の
系
譜
を
簡
単
に
考
察
し
て
お
き

上
と
は
、〔
神

伯
顕
重
母
〕
と
い
う

源
雅
俊
の
妻
で
あ
っ
た
高
階
為
家
女
で

し
て
、
諸
国
の
受
領
を
歴
任
し
た
著
名

か
る
の
は
身
内
の
者
だ
け
と
思
わ
れ
る

、
こ
の
話
が
も
と
も
と
は
身
内
の
間
で

る
。
勢
多
尼
上
の
夫
、
大
納
言
源
雅
俊

』
第
五

賀
茂
社
話
群
考

尼
上
〔
神

伯
顕
重
母
〕
常
参
詣
賀

卿
者
奉
仕
賀
茂
社
之
人
也
」

大
夫
実
重
ハ
、
参
詣
無
双
之
者
也
。」

禰
宜
季
継
、
保
延
六
年
正
月
二
十
三

間
」

の
夢
に
重
点
を
お
い
て
決
ま
っ
た
形
で

立
、
こ
こ
に
は
白

を
称
え
な
が
ら
没

』
に
往
生
人
と
し

重
が
上
社
の
神
主

年
（
一
一
四
五
）

に
と
っ
て
は
、
賀

の
仏
教
傾
倒
を
反

保
延
年
間
に

も
考
え
ら
れ

り
、
為
賢
は

関
係
に
な
る

部
少
輔
能
兼

四
位
・
五
位

刑
部
卿
従
三

た
い
。

割
注
か
ら
見
て
、

あ
る
。
高
階
為
家

な
人
物
。
割
注
が

「
勢
多
尼
上
」
と

語
ら
れ
た
も
の
だ

（
村
上
源
氏
）
は
、

に
留
ま
っ
て

（
一
一
三
八
）

し
て
、
長
寛

し
た
か
と
見

待
賢
門
院
に

高
階
為
家
女

と
の

が
り

茂
社
之
人
也
」

日
、
依
当
番
通
夜

始
ま
る
こ
と
だ
ろ

映
し
、
賀
茂

よ
う
と
し
た

愛
さ
れ
た
宇

と
し
て
も
著

勢
多
尼
上

衰
え
た
こ
と

顕
重
の
官
途
に
道
が
や
っ
と
開
け
た
の

る
。
一
方
、
次
の
５
｜

の
藤
原
範
兼

高
階
為
家
の
四
男
で
あ
る
の
で
、
範
兼

。
範
兼
は
武
智
麻
呂
の
孫
、
貞
嗣
の
流

（
従
四
位
下
）
の
子
で
あ
る
。
文
章
博

層
の
儒
者
の
家
柄
で
、
二
条
天
皇
の
東

位
に
至
っ
た
。
歌
人
・
歌
学
者
で
も
あ

お
り
、
そ
の
後
は
無
官
で
あ
っ
た
よ
う

に
叔
父
で
あ
る
神

伯
源
顕
仲
が
薨

三
年
（
一
一
六
五
）
に
顕
広
王
が
神

ら
れ
る
。
神

伯
源
顕
仲
の
娘
た
ち
堀

仕
え
て
い
る
。
ま
た
、
角
田
文
衛
氏
は

と
推
定
し
、
為
家
の
子
孫
が
待
賢
門
院

を
指
摘
し
た
。
崇
徳
天
皇
の
即
位
で
待

明
神
の
利
生
に
、
後
生
の
救
済
と
い
う

早
い
例
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
成
重

礼
志
幾
、
伊
波
比
乎
（
賀
茂
女
御
）
が

名
で
あ
っ
た
。

の
息
源
顕
重
は
、
堀
河
天
皇
の
死
に
よ

も
因
と
し
て
あ
っ
た
の
か
、
二
十
年
以

は
、
待
賢
門
院
筋
の
人
脈

の
母
は
高
階
為
賢
女
で
あ

の
母
と
顕
重
と
は
従
兄
弟

れ
に
属
す
る
藤
原
氏
の
式

士
と
な
っ
た
実
範
以
来
、

宮
学
士
・
侍
読
を
勤
め
、

っ
た
範
兼
の
生
涯
を
追
っ

で
、
よ
う
や
く
保
延
四
年

じ
て
後
、
神

伯
に
就
任

伯
に
任
ぜ
ら
れ
る
前
に
没

河
・
大
夫
典
侍
・
兵
衛
は

待
賢
門
院
の
乳
母
但
馬
を

に
仕
え
る
な
ど
、
高
階
氏

賢
門
院
が
国
母
と
な
っ
た

七
二

時
代
の
要
求
を
吸
い
上
げ

の
姉
妹
に
は
白
河
院
に
寵

お
り
、
祖
父
成
助
は
歌
人

っ
て
村
上
源
氏
の
勢
威
が

上
の
間
、
少
将
・
備
前
介



『
古
事
談

時
代
に
守
覚
法
親
王

条
に
は
、

仁
和
寺
若
宮
出

重
朝
臣
子
〕

と
あ
る
。
こ
の
「
仁

ま
た
、
後
白
河
院
が

元
服
し
、
久
寿
二
年

育
し
て
い
た
。
勢
多

ち
は
と
も
に
、
関
白

藤
原
実
能
（
徳
大
寺

に
送
り
込
ん
だ
。
育

る
。
藤
原
実
能
の
弟

が
あ
る
こ
と
に
注
目

（
一
一
五
五
）
ま
で
官

た
こ
と
に
起
因
す
る

門
院
が
崩
じ
た
年
で

の

が
り
も
無
視
で

後
白
河
天
皇
が
即

生
ま
れ
た
俊
憲
と
、

た
加
畠
吉
春
氏
は
、

』
第
五

賀
茂
社
話
群
考

や
以
仁
王
を
生
む
。『
山
槐
記
』
治
承

家
了
、
宮
供
御
膳
、
陪
膳
実
任
、
役
寛

和
寺
若
宮
」
は
道
法
法
親
王
を
指
し
、

ま
だ
親
王
と
し
て
保
延
五
年
（
一
一
三

（
一
一
五
五
）
に
践
祚
す
る
間
に
儲
け

尼
上
の
夫
大
納
言
雅
俊
の
弟
で
あ
る
国

忠
通
の
妻
と
な
り
、
基
実
と
基
房
を
生

の
左
大
臣
）
の
娘
育
子
を
猶
子
と
し
、

子
の
母
は
、
勢
多
尼
上
の
も
う
一
人
の

で
あ
る
季
成
（
権
大
納
言
）
の
女
は
、

し
て
い
る
が
、
天
養
二
年
（
一
一
四
五

位
昇
進
が
滞
っ
た
の
は
、
藤
原
頼
長

の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
天
養
二
年

も
あ
る
。
範
兼
の
人
脈
に
は
高
階
氏
経

き
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
。

位
す
る
と
、
そ
の
乳
父
藤
原
通
憲
と
高

範
兼
と
が
東
宮
学
士
に
選
ば
れ
る
が
、

範
兼
の
順
調
な
昇
進
の
背
景
に
は
高
階

三
年
四
月
十
六
日

晴
〔
故
神

伯
顕

仁
和
寺
喜
多
院
の

け
、
順
徳
天

天
皇
践
祚
を

に
５
｜

の

る
に
ふ
さ
わ

つ
い
で
な

九
）
に
十
三
歳
で

た
「
若
宮
」
を
養

信
の
二
人
の
娘
た

ん
だ
が
、
忠
通
は

二
条
天
皇
の
後
宮

子
顕
俊
の
娘
で
あ

後
白
河
院
の
親
王

る
こ
と
に
な

三
位
に
叙
さ

氏
で
あ
っ
た

皇
子
（
後
鳥

親
と
再
婚
し

と
な
し
、
在

範
兼
の
弟
で

）
以
後
久
寿
二
年

が
氏
長
者
と
な
っ

久
安
元
年
は
待
賢

由
の
待
賢
門
院
と

階
重
仲
女
の
間
に

神

伯
源
顕
重
も

任
」
と
は
、

物
か
と
思
わ

藤
原
季
成
女

（
実
能
男
）
の

守
覚
法
親
王

王
で
、「
乳
母

こ
う
し
て

氏
と
の
血
縁
関
係

守
覚
法
親
王

皇
を
産
む
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
、

機
に
栄
え
る
の
で
あ
り
、『
古
事
談
』

話
が
「
子
孫
繁
昌
、
ヒ
ト
ヘ
ニ
大
明
神

し
い
状
況
で
あ
っ
た
。

が
ら
、『
古
事
談
』
編
者
源
顕
兼
は
以

る
。
範
兼
は
父
祖
を
超
え
た
昇
進
を
す

れ
た
の
が
平
重
盛
で
、
重
盛
の
母
（
高

。
平
家
全
盛
期
、
範
兼
の
娘
範
子
と
兼

羽
天
皇
）
の
乳
母
と
な
り
、
平
家
の
都

た
。
通
親
は
範
子
の
娘
在
子
を
養
女
と

子
は
第
一
皇
子
（
土
御
門
天
皇
）
を
生

養
子
で
も
あ
っ
た
範
季
の
娘
重
子
は
、

藤
原
頼
長
の
妻
幸
子
の
葬
礼
の
折
素
服

れ
る
。
幸
子
は
藤
原
実
能
女
で
あ
る
こ

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
実
任
は
『
尊

子
」
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
る
と
、
顕

の
も
と
に
い
た
と
思
わ
れ
、
顕
重
が
育

子
」
と
し
て
近
侍
し
て
い
た
可
能
性

み
る
と
、
顕
重
も
範
兼
も
「
保
元
の
乱

の
も
と
に
入
室
し
た
。
出
家
の
儀
式
の

七
三

範
兼
の
子
孫
は
、
後
鳥
羽

成
立
の
時
期
に
は
、
ま
さ

之
利
生
也
」
と
締
め
く
く

上
述
べ
て
き
た
人
々
に
、

る
が
、
範
兼
と
同
日
に
従

階
基
章
女
）
も
ま
た
高
階

子
は
、
高
倉
天
皇
の
第
四

落
ち
の
後
、
範
子
は
源
通

し
て
、
後
鳥
羽
院
の
女
房

ん
で
承
明
門
院
と
な
っ
た
。

後
鳥
羽
天
皇
の
寵
愛
を
受

を
着
し
た
僧
実
任
と
同
人

と
、
守
覚
法
親
王
の
母
が

卑
分
脈
』
に
言
う
「
公
能

重
の
子
寛
晴
も
仁
和
寺
の

て
た
若
宮
と
は
守
覚
法
親

も
な
く
は
な
い
。

の
勝
ち
組
」
に
属
し
て
い

際
、
陪
膳
を
勤
め
た
「
実



の
む
に

か
く
て
の
ち
ほ

と
あ
る
平
実
重
と
見

で
あ
る
。
日
本
歌
学

「
詞
花
・
続
詞
・

平
輔
昌
息

と
あ
る
。
こ
こ
に
記

の
中
枢
部
に
近
い
人

続
く
５
｜

の
式

見
て
、『
千
載
集
』
に

蔵
人
に
な
ら
ぬ

二
千
三
百
度
に

に
か
き
つ
け
侍

い
ま
ま
で

『
古
事
談

血
縁
的
に
意
外
に
近

に
雅
兼
が
お
り
、
そ

原
惟
信
女
で
姉
妹
で

顕
兼
の
父
宗
雅
の
母

て
知
ら
れ
る
高
階
泰

た
。
範
季
の
母
範
子

ど
な
く
蔵
人
に
な
り
侍
に
け
る
、
近
衛

て
よ
い
。
出
身
は
桓
武
平
氏
、
高
棟
王

大
系
の
『
和
歌
色
葉
』「
名
誉
歌
仙
者

千
載
」
式
部
大
輔
入
道
願
西

俗
名

さ
れ
た
実
重
の
官
職
は
式
部
省
の
次
官

物
群
と
顕
兼
は
姻
戚
関
係
で

が
る
所

部
大
夫
実
重
は
、
熱
心
な
賀
茂
参
詣
者

事
を
な
げ
き
て
と
し
ご
ろ
賀
茂
社
に
ま

も
あ
ま
り
侍
け
る
時
、
貴
布
禰
の
社
に

け
る

に
な
ど
し
づ
む
ら
ん
き
ふ
ね
川
か
ば
か

』
第
五

賀
茂
社
話
群
考

い
位
置
に
い
る
。
勢
多
尼
上
の
夫
で
あ

の
子
雅
綱
の
妻
と
勢
多
尼
上
の
子
顕
俊

あ
っ
た
。
雅
綱
の
妻
は
忠
通
の
乳
母
で

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
顕
兼
の
妻
は
後
白

経
の
女
で
、
泰
経
の
子
経
仲
は
範
季
の

は
村
上
源
氏
嫡
流
の
通
親
と
再
婚
し
て

院
の
御
と
き
な
り

流
で
時
望
の
子
孫

」
に
は
、

実
重

宮
内
大
輔

「
式
部
大
輔
」
で
、

中
務
丞

重
任
式

式
部
丞

と
あ
っ
て
、

で
従
五
位
下

っ
た
か
と
思

に
い
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
か
ら

う
で
侍
け
る
を
、

ま
う
で
て
は
し
ら

り
は
や
き
神
を
た

っ
た
と
い
う

い
て
、
彼
の

康
治
元
年
（

院
蔵
人
一
臈

ら
、
ま
だ
殿

り
が
あ
っ
た

の
六
位
蔵
人

る
雅
俊
の
異
母
弟

の
妻
は
と
も
に
藤

あ
り
、
か
つ
編
者

河
院
の
近
臣
と
し

女
と
結
婚
し
て
い

い
る
か
ら
、
政
権

『
古
事
談
』
に

談
』
も
写
本

『
和
歌
色
葉
』

あ
る
の
で
あ

結
論
か
ら

類
を
見
る
と

正
六
位
上
橘
朝
臣
資
定
〔
禎
子
内
親
王

部
替
〕

正
六
位
上
藤
原
朝
臣
有
盛
〔
元
兵
部
丞

こ
の
年
に
平
実
重
は
中
務
丞
か
ら
式
部

に
昇
格
し
て
蔵
人
を
去
り
、
式
部
丞
の

わ
れ
る
。
式
部
大
夫
の
呼
称
は
、
こ
れ

藤
原
実
重
や
、
藤
原
顕
実
の
子
実
重

経
歴
を
見
る
の
に
厄
介
だ
が
、『
本
朝

一
一
四
二
）
に
は
中
務
少
丞
正
六
位
上

」
と
し
て
、
藤
原
忠
実
の
娘
泰
子
に
も

上
の
蔵
人
に
な
る
以
前
、
源
顕
兼
の
曾

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
久
安
五
年
（
一
一

に
任
ぜ
ら
れ
た
。
同
六
年
十
二
月
二
十

言
う
無
官
の
五
位
の
「
式
部
大
夫
」

に
よ
っ
て
は
「
式
部
大
輔
実
重
」
と
記

の
写
本
に
も
「
式
部
大
夫
入
道
願
西

る
。

先
に
言
え
ば
、「
式
部
大
夫
」
が
正
し

、
同
時
代
に
は
、
儒
者
で
大
内
記
・
式

当
年
給
、
下
名
加

平
実

、
平
実
重
叙
位
替
〕

（
傍
線
筆
者
）

丞
と
な
り
、
続
い
て
叙
位

職
を
解
か
れ
て
散
位
と
な

に
基
づ
く
だ
ろ
う
。
平
実

（
従
五
下
、
阿
波
権
守
）
が

世
紀
』
に
よ
れ
ば
、
彼
は

だ
っ
た
よ
う
で
、「
高
陽

仕
え
た
。『
雅
兼
集
』
か

祖
父
雅
兼
と
歌
の
や
り
取

四
九
）
六
月
に
近
衛
天
皇

日
「
秋
除
目
」
に
は
、

七
四

の
違
い
は
大
き
い
。『
古
事

す
も
の
も
あ
る
。
だ
が
、

」
の
表
記
を
持
つ
も
の
が

い
。『
尊
卑
分
脈
』
や
日
記

部
少
輔
・
越
中
権
守
に
な



『
古
事
談

美
濃
権
守
藤
原
親
重

あ
っ
た
。
浅
見
和
彦

重
で
、
親
重
は
「
賀

摘
し
て
い
る
。
続
群

つ
け
る
が
、「
娚
」
と

そ
の
後
、
出
家
し
て

５
｜

の
禰
宜
季

の
記
事
に
は
、
保
延

継
が
復
旧
造
営
に
着

を
受
け
継
い
だ
禰
宜

継
は
久
安
六
年
（
一

幡
宮
焼
亡
を
告
げ
る

月
七
日
、
蔵
人
左
少

が
奉
仕
し
て
い
る
の

高
陽
院
崩
御
の
後
は

五
）
の
近
衛
院
崩
御

保
元
三
年
（
一
一
五

中
に
、「
実
重
成
房
勤

ど
う
か
確
実
で
は
な

重
と
同
族
の
平
信
範

』
第
五

賀
茂
社
話
群
考

だ
が
、
彼
は
勝
命
法
師
と
し
て
よ
く
知

氏
は
、『
耀
天
記
』
に
、
日
吉
社
の
禰

茂
ノ
泉
ノ
禰
宜
ノ
娚
」
だ
と
す
る
記
述

書
類
従
本
に
は
、「
娚
」
に
「
シ
フ
ト

は
、『
色
葉
字
類
抄
』
等
の
古
辞
書
に

西
山
に
隠
棲
し
た
こ
と
が
彼
の
歌
か
ら

継
は
、『
兵
範
記
』
仁
平
二
年
（
一
一

四
年
（
一
一
三
八
）
に
下
社
の
神
宮
寺

手
し
た
が
、
完
成
し
な
い
う
ち
に
「

惟
文
が
神
宮
寺
御
塔
の
供
養
を
行
っ
た

一
五
〇
）
頃
に
没
し
た
と
思
わ
れ
る
。

夢
を
見
て
、
そ
れ
を
語
っ
た
相
手
は
宮

弁
平
範
家
の
子
の
元
服
の
儀
式
に
、

が
見
え
る
。
こ
の
頃
、『
台
記
』
に
も

、
忠
実
の
子
頼
長
に
仕
え
て
い
た
。
久

に
際
し
て
御
誦
経
使
と
な
っ
て
い
る

八
）
二
月
十
四
日
の

園
八
講
に
召
集

堂
童
子
」
と
実
重
の
名
が
見
え
る
。

い
が
、
こ
れ
を
最
後
に
平
実
重
の
名
は

の
日
記
『
兵
範
記
』
に
は
、
仁
平
二
年

ら
れ
た
歌
人
で
も

宜
成
仲
の
聟
が
親

が
あ
る
こ
と
を
指

」
と
振
り
仮
名
を

よ
れ
ば
「
ヲ
ヒ
」

の
妻
は

惟

婚
姻
関
係
で

あ
る
。
泉
亭

「
季
継
ヨ
リ
祐

亭
に
住
ん
で

知
ら
れ
る
。

五
二
）
七
月
九
日

等
が
焼
失
し
、
季

去
々
年

去
」、
後

と
あ
る
か
ら
、
季

季
継
が
石
清
水
八

廻
り
を
し
て
い
た

等
の
記
事
か

認
で
き
る
。

字
で
表
す
と

惟
季

と
い
う
よ
う

「
式
部
大
夫
実
重
」

彼
の
名
が
見
え
、

寿
二
年
（
一
一
五

。『
兵
範
記
』
で
は

さ
れ
た
諸
大
夫
の

こ
れ
が
平
実
重
か

見
え
な
く
な
る
。

「
泉
の
禰
宜

指
し
、
庭
に

に
は
「
季
継

継
長
守
住
之

五
）
四
月
十

建
仁
二
年
（

四
年
（
一
二

（
一
一
五
二
）
八

す
な
わ
ち
「

文
の
二
女
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
一

一
本
化
す
る
よ
う
な
方
式
で
禰
宜
職
を

も
季
継
か
ら
祐
季
の
子
孫
に
譲
ら
れ
て

綱
マ
テ
ノ
亭
」
と
い
う
表
現
か
ら
す

い
た
可
能
性
も
あ
る
の
だ
が
、
今
の
と

ら
、
禰
宜
季
継
・
祐
兼
・
祐
綱
が
こ
こ

下
社
禰
宜
の
系
図
を
一
部
図
式
化
し
、

、

有
季

季
長

季
継

長
継

惟
長

惟
文

祐
季

に
な
る
。

季
継
の
妻
は

惟
長
の
女

」
の
「
泉
」
は
、
下
社
禰
宜
が
住
ん

泉
が
あ
っ
て
泉
川
が
流
れ
て
い
た
。『

ヨ
リ
祐
綱
マ
テ
ノ
亭
」、
そ
の
南
側
に

」
と
い
う
書
き
込
み
が
あ
る
。『
長
秋

八
日
条
の
「
少
将
於
下
御
社
禰
宜
季
継

一
二
〇
二
）
七
月
六
日
条
の
「
御
幸
禰

一
六
）
正
月
九
日
条
の
「
御
幸
鴨
禰
宜

甥
」
の
こ
と
で
あ
る
。

七
五

種
の
両
統
迭
立
状
態
を
、

受
け
継
い
で
い
た
よ
う
で

ゆ
く
。『
泉
亭
旧
図
』
の

る
と
、
惟
文
や
祐
季
も
泉

こ
ろ
そ
れ
を
示
唆
す
る
も

に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
確

禰
宜
に
な
っ
た
順
番
を
数

長
守

長
明

祐
兼

祐
綱

で
有
季
を
生
み
、

長
継

だ
河
崎
の
泉
亭
の
こ
と
を

泉
亭
旧
図
』
で
は
、
泉
亭

あ
る
南
大
路
亭
に
は
「
長

記
』
保
延
元
年
（
一
一
三

泉
家
休
息
」、『
明
月
記
』

宜
泉
」、『
百
錬
抄
』
建
保

祐
綱
泉
家
、
御
方
違
也
」



〇
）
に
は
、
長
継
は

次
男
、
鴨
長
明
に
歌

抄
』）、
親
重
が
季
継

以
上
の
こ
と
か
ら

れ
、
季
継
が
親
重
に

見
ら
れ
る
。
ま
た
、

の
祖
父
）
は
美
福
門

い
た
こ
と
が
そ
の
傍

し
て
よ
い
。『
泉
亭
旧

解
せ
る
。
傍
証
と
な

に
も
、「
泉
の
禰
宜
」

の
三
男
、
長
継
が
没

み
た
る
」
と
あ
り
、

『
古
事
談
』
５
｜

に

『
古
事
談

の
は
な
い
。

さ
て
、『
耀
天
記
』

い
う
こ
と
に
な
る
。

し
て
修
行
し
あ
り
き

故
郷
を
た

と
い
う
勝
命
の
歌
が

二
歳
、
親
重
は
二
十
七
歳
で
あ
る
。
勝

の
心
得
を
教
え
て
い
る
事
等
々
か
ら

と
血
縁
的
に
か
な
り
近
い
こ
と
を
思
わ

判
断
し
て
、
勝
命

親
重
の
母
は
季
継

夢
を
語
っ
た
の
は
、
甥
と
い
う
近
し
さ

親
重
の
一
族
（
一
説
に
甥
）、
親
忠

院
の
乳
父
で
あ
っ
た
の
で
、
保
元
四
年

証
と
な
ろ
う
。
ま
た
、「
泉
の
禰
宜
」

図
』
の
記
述
か
ら
す
る
と
、
泉
亭
の

る
も
の
は
な
い
の
だ
が
、
そ
う
で
あ
れ

と
呼
ば
れ
る
の
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ

し
た
折
、『
季
経
集
』
に
は
「
勝
命
法

勝
命
は
長
継
を
失
っ
た
慟
哭
の
思
い
を

い
う
石
清
水
八
幡
宮
の
焼
亡
し
た
保

』
第
五

賀
茂
社
話
群
考

の
記
事
に
よ
れ
ば
、
親
重
の
母
は
下

上
社
の
神
主
重
保
が
編
集
し
た
『
月

け
る
時
、
泉
川
と
い
ふ
所
に
て
」

れ
に
か
と
は
ん
泉
川
都
鳥
だ
に
見
え
ぬ

あ
り
、「
泉
川
」
と
い
う
名
に
故
郷
へ

命
法
師
が
長
継
の

見
て
も
（『
無
名

せ
る
。

の
姉
妹
と
推
測
さ

が
あ
っ
た
か
ら
と

（
藤
原
定
家
の
母
方

（
一
一
五
九
）
二

み
す
る
階
級

集
』「
神

」

社
頭
の
様
子

茂
社
の
役
割

た
だ
、『
著

の
子
）
が
、

賀
茂
大
明
神

は
「
号
」
と
見
な

創
始
者
は
季
継
と

ば
季
継
が
時
期
的

し
い
。
そ
の
季
継

師
哀
傷
歌
ど
も
よ

歌
に
託
し
て
い
る
。

延
六
年
（
一
一
四

さ
て
、
賀

を
簡
単
に
見

下
で
、
身
分

登
場
人
物
は

っ
た
、
鳥
羽

社
の
禰
宜
の
娘
と

詣
集
』
に
、「
出
家

わ
た
り
は

の
懐
か
し
さ
を
抱

月
二
十
一
日

奉
仕
し
て
い

だ
高
松
院
の

か
の
関
わ
り

に
現
れ
た
」

皇
と
な
っ
た

の
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
官

の
巻
の
人
々
と
階
層
は
一
致
し
、『
古

は
、
都
に
お
い
て
中
・
下
流
官
人
の
個

の
一
面
を
よ
く
捉
え
て
い
る
と
言
え
よ

聞
集
』
は
仁
和
寺
辺
に
住
む
女
や
上

仁
安
元
年
（
一
一
六
六
）
に
「
天
下
の

、
日
本
国
を
捨
て
他
所
へ
わ
た
ら
せ
給

四
茂
社
の
話
題
に
名
前
だ
け
で
も
登
場
す

て
き
た
。
季
継
と
親
重
の
極
位
は
そ
れ

的
に
は
一
番
高
い
の
が
範
兼
の
非
参
議

、
待
賢
門
院
・
後
白
河
院
や
高
陽
院
・

院
に

が
る
権
力
の
周
辺
部
に
お
り
、

の

子
内
親
王
（
高
松
院
）
の
立
后

る
「
親
重
」
は
彼
で
あ
ろ
う
か
。
鴨
長

御
給
で
叙
爵
し
て
い
る
か
ら
、
親
重
も

が
推
測
さ
れ
る
。
八
幡
宮
が
焼
亡
し
て

年
、
美
福
門
院
は
皇
子
を
産
み
、
皇
子

。

位
昇
進
を
願
っ
た
『
著
聞

事
談
』
が
描
き
出
す
賀
茂

人
祈
願
が
盛
ん
だ
っ
た
賀

う
。

社
の
祝
久
継
（
禰
宜
成
久

政
不
法
な
る
に
よ
り
て
、

べ
き
よ
し
」
を
夢
に
見
て
、

る
者
も
含
め
て
、
人
物
群

ぞ
れ
正
四
位
上
と
従
五
位

従
三
位
で
あ
る
。
し
か
も
、

近
衛
院
・
美
福
門
院
と
い

時
の
運
に
よ
っ
て
浮
き
沈

七
六

（
二
条
天
皇
の
中
宮
）
の
際
、

明
は
、
美
福
門
院
の
産
ん

美
福
門
院
サ
イ
ド
で
何
ら

、「
八
幡
大
菩
薩
が
下
社

は
翌
年
即
位
し
、
近
衛
天



『
古
事
談

て
の
直
截
な
表
現
は

そ
の
理
由
の
一
つ

づ
け
の
た
め
で
あ
る

水
・
賀
茂
の
順
で
あ

天
皇
陵
の
例
に
准
じ

動
の
度
に
社
格
を
着

や
か
な
話
題
も
あ
っ

た
。
無
論
、
範
兼
没

の

が
り
は
意
識
さ

門
の
存
在
を
伺
う
こ

禁
断
を
標
榜
し
つ
つ

な
い
」
と
託
宣
し
た

関
わ
る
神
で
あ
る
こ

は
、
賀
茂
社
で
皇
子

げ
る
賀
茂
明
神
の
夢

賀
茂
社
は
平
安
遷

の
代
に
は
薬
子
の
乱

に
は
即
位
奉
賽
の
た

平
定
の
後
、
初
め
て

朝
廷
が
占
わ
せ
る
と

』
第
五

賀
茂
社
話
群
考

な
い
。

と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
第
三
位
の

。
す
な
わ
ち
、
円
融
天
皇
以
後
の
神
社

り
、
神
社
焼
亡
の
際
、
伊
勢
・
宇
佐
・

て
廃
朝
五
日
、
賀
茂
の
場
合
は
三
日
で

実
に
上
げ
て
き
た
。
賀
茂
祭
や
摂
関
賀

た
が
、『
古
事
談
』
編
者
は
そ
れ
ら
に

後
の
子
孫
繁
栄
に
言
及
す
る
よ
う
に
、

れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
登
場
人

と
も
で
き
る
。
だ
が
、
天
皇
と
直
結
す

も
「
国
家
の
為
に
害
を
な
す
者
に
対
し

八
幡
（
５
｜
８
）
に
比
べ
、
賀
茂
神
に

と
を
示
す
の
を
忘
れ
な
か
っ
た
。『
続

誕
生
を
祈
願
す
る
坊
門
尼
上
に
、
鳥
羽

告
が
あ
っ
た
話
を
載
せ
て
い
る
。

都
の
際
、
王
城
鎮
護
の
神
と
し
て
優
遇

後
、
伊
勢
と
同
じ
よ
う
に
斎
王
を
置
き

め
の
臨
時
祭
が
始
め
ら
れ
、
朱
雀
天
皇

の
行
幸
が
行
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、

実
夢
と
出
た
と
い
う
話
を
載
せ
、
賀
茂

神
と
し
て
の
位
置

行
幸
は
必
ず
石
清

石
清
水
の
時
に
は
、

あ
る
。
賀
茂
社
は

と
国
家
組
織

な
く
「
神
々

賀
茂
神
を
喜

と
も
偶
然
で

に
は
こ
の
手

茂
詣
の
よ
う
な
華

目
を
向
け
な
か
っ

賀
茂
神
と
政
権
と

物
群
の
背
後
に
権

る
伊
勢
や
、
殺
生

て
は
こ
の
限
り
で

国
家
守
護
神
と
し

原
範
兼
が
待

夢
に
八
幡
を

院
後
宮
の
運

な
く
終
わ
る

院
側
に
属
し

り
過
分
の
利

そ
の
ま
ま
重

古
事
談
』
巻
一
で

天
皇
の
誕
生
を
告

さ
れ
、
嵯
峨
天
皇

、
宇
多
天
皇
の
代

の
代
に
天
慶
の
乱

大
き
な
歴
史
の
変

よ
り
も
一
段

す
る
俗
人
の

い
諸
大
夫
層

ば
な
い
よ
う

択
」
だ
っ
た

入
れ
る
と
伊

さ
ら
に
、

神
が
天
下
国
家
に

一
般
の
神
社

の
縦
の
系
列
を
、
登
場
人
物
に
よ
っ
て

が
関
与
し
た
」
歴
史
を
組
み
込
ん
で
い

ば
せ
た
前
半
二
話
の
登
場
人
物
が
編
者

は
あ
る
ま
い
。
改
め
て
論
ず
べ
き
課
題

法
が
あ
ち
こ
ち
に
散
見
す
る
か
ら
で
あ

賢
門
院
に

が
り
、
賀
茂
神
を
嘆
か
せ

迎
え
た
季
継
が
美
福
門
院
に
ど
こ
か
で

命
が
背
後
に
浮
か
び
上
が
る
こ
と
に
な

高
陽
院
と
頼
長
に
仕
え
た
実
重
の
人
生

た
顕
重
や
範
兼
た
ち
と
は
明
暗
を
分
け

生
に
預
か
ら
ざ
る
か
」
と
い
う
実
重
の

な
っ
て
い
た
。『
古
事
談
』
神
社
話
群

下
げ
た
扱
い
を
し
て
い
る
。『
古
事
談

階
層
は
、
も
っ
ぱ
ら
公
卿
以
上
の
八
幡

に
な
る
。
登
場
人
物
も
第
三
ラ
ン
ク
な

、
第
三
位
の
神
の
格
付
け
を
意
識
的
に

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
天
皇
に
直
結

勢
に
並
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。

賀
茂
神
を
喜
ば
せ
た
前
半
二
話
の
登
場

と
は
異
な
る
特
別
待
遇
を
受
け
た
も
の

七
七

表
す
と
同
時
に
、
さ
り
げ

る
と
見
て
よ
い
。
し
か
も
、

ゆ
か
り
の
人
々
で
あ
る
こ

で
は
あ
る
が
、『
古
事
談
』

る
。

た
実
重
は
高
陽
院
に
仕
え
、

が
る
と
す
る
と
、
鳥
羽

る
。
皇
子
を
産
む
こ
と
も

は
、
保
元
の
乱
で
後
白
河

た
。「
先
生
の
微
運
に
よ

運
命
は
、
政
治
の
世
界
に

は
、
二
十
二
社
の
格
付
け

』
で
は
賀
茂
明
神
に
祈
願

大
菩
薩
に
比
べ
、
一
段
低

の
は
、
伊
勢
・
八
幡
に
並

反
映
さ
せ
た
「
話
題
の
選

す
る
斎
院
の
話
題
な
ど
を

人
物
、
勢
多
の
尼
上
・
藤

の
、
朝
廷
は
伊
勢
・
八
幡



六
）
正
月
に
坤
方

関
白
煩
病
十
余
日

七
月
十
九
日
天
皇

い
る
。

『
春
記
』
長
暦
四

去
十
二
日
託
宣
云

神
居
復
旧
之
後
、

抑
依
此
事
労
身
少

吉
原
浩
人
氏
「

た
っ
て
死
去
し
た
話

も
国
家
中
心
で
、
摂

題
を
彩
ろ
う
と
す
る

注

藤
原
忠
親
は
彗

疫
謀
反
飢
饉
」
な

の
異
変
を
日
記

『
古
事
談

こ
う
し
て
第
三
位

の
関
わ
り
は
無
視
さ

に
祀
ら
れ
、
こ
と
の

へ
移
っ
て
し
ま
っ
た

な
る
。
続
く
５
｜

近
衛
院
を
呪
詛
、
近

に
彗
星
が
現
れ
た
時
は
、「
同
月
主
上
不
予

」、「
九
月
改
元
嘉
承
」、「
十
二
月
賀
茂
別
雷

崩
」
と
い
う
具
合
で
、
大
体
翌
年
の
で
き
ご

年
八
月
十
五
日
条
、
後
朱
雀
天
皇
の
言
葉

、
只
今
神
居
不
穏
、
尤
似
軽
々
也
、
外
人
参

可
有
此
事
者
、
今
依
信
此
託
宣
、
已
停
奉
幣

心
、
躬
自
於
庭
上
遙
拝
祭
文
祈
申
也
」。

中
世
説
話
集
に
お
け
る
「
神
」｜『
古
事
談

を
載
せ
る
あ
た
り
、『
古
事
談
』
神
社

関
家
の
賀
茂
詣
で
な
ど
を
華
や
か
に
描

よ
う
な
志
向
と
は
無
縁
の
世
界
で
あ
っ

星
は
「
希
代
之
変
、
除
旧
布
新
之
象
」
で

ど
の
「
徴
」
と
な
る
と
し
、
彗
星
が
現
れ
て

『
山
槐
記
』
に
書
き
出
し
た
。
た
と
え
ば
、

』
第
五

賀
茂
社
話
群
考

の
神
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
賀
茂
社

れ
て
い
る
。
５
｜

で
中
山
社
が
冷
泉

ほ
か
霊
験
が
あ
っ
た
が
、
後
冷
泉
院
の

話
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
摂
関
家
の
全
盛

で
、
頼
長
は
「
官
幣
に
預
か
ら
な
い
古

衛
院
は
崩
御
す
る
も
、
頼
長
自
身
も
保

、
及
数
月
」、「
四
月

社
焼
亡
」、「
同
二
年

と
ま
で
目
を
向
け
て

「
昨
従
斎
宮
示
送
云
、

入
奉
拝
、
尤
可
無
便
、

使
了
、
恐
懼
還
深
、

』『
古
今
著
聞
集
』
の

『
顕
広

な
る
。「

年
（
一
一

長
〔
去
夜

『
待
賢

『
中
右

「
藤
原

「
兵
範

伯
顕
重
朝

話
群
は
あ
く
ま
で

い
て
賀
茂
社
の
話

た
。

あ
り
、「
兵
衷
水
旱
疾

か
ら
起
こ
っ
た
数
々

長
治
三
年
（
一
一
〇

「
鴨
社

局
編
集
・

『
吉
記

『
轉
法

『
長
秋

た
る
に
、

た
る
ほ
ど

の
あ
り
さ

む
か
し

だ
が
、
摂
関
家
と

院
の
時
か
ら
中
島

時
に
託
宣
で
他
所

期
に
そ
の
ま
ま
重

神

」
を
捜
し
、

元
の
乱
で
矢
に
当

篇
構
成
意

拙
稿

と
説
話
集

『
百
錬

四
年
三
月

『
後
愚

中
原
師
香

若
宮
、〔

王
記
』
長
寛
三
年
（
一
一
六
五
）
一
月
二
十

今
暁
参
賀
茂
祈
所
望
事
、
已
有
感
応
、
可
云

八
〇
）
二
月
二
十
八
日
「
光
長
参
籠
賀
茂
上

補
五
位
蔵
人
〕、
出
自
賀
茂
」。

門
院
璋
子
の
生
涯
』「
第
一
章

院
の
姫
君
」

記
』
嘉
保
二
年
十
二
月
十
四
日
条
、
参
照
。

範
兼
伝
の
考
察
」、『
平
安
朝
文
学
研
究
』
所

記
」
保
元
元
年
八
月
二
十
九
日
、「
今
日
当
今

臣
家
奉
養
、
諸
太
夫
六
人
、
依
勅
定
、
参
勤

の
神
仏
習
合
」、『
鴨
社
の
絵
図
』
所
収
、
財

発
行
、
一
九
八
九
年
五
月
。

』
承
安
四
年
二
月
二
十
八
日
条
。

輪
鈔
』「
神
祇
上

本
」
所
収
（『
安
居
院
唱

詠
藻
』
神
社
歌
「
三
品
に
叙
し
て
後
、
初
め

賀
茂
の
使
に
あ
た
り
て
し
も
の
御
社
よ
り
夜

に
、
昔
わ
か
く
て
百
度
詣
な
ど
し
け
る
を
、

ま
も
は
や
く
見
し
に
か
は
り
た
る
心
ち
す
る

わ
が
祈
り
し
道
は
あ
ら
ね
ど
も
こ
れ
も
う
れ

識
を
中
心
に
」、『
解
釈
と
鑑
賞
』
五
二
巻
９

「『
続
古
事
談
』
と
『
古
事
談
』｜
石
清
水
八
幡

』
所
収
、
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
一
年
五
月
発

抄
』
寛
治
三
年
八
月
十
六
日
、
寛
治
四
年
七

二
十
六
日
条
、『
賀
茂
注
進
雅
記
』
等
参
照

昧
記
』
応
安
四
年
五
月
十
三
日
条
、
石
清
水

勘
例
、「
保
延
六
年
二
月
二
十
一
日
、
近
日

為
義
奉
祝
之
〕、
八
幡
宮
御
座
件
所
之
由
有
夢

三
日
、
顕
広
王
、
神

伯
と

利
生
」。『
山
槐
記
』
治
承
四

社
云
々
」。
二
十
九
日
、「
光

、
朝
日
選
書
、
一
九
八
五
年
。

収
、
復
刊
６
号
、
平
成
九
年
。

若
宮
二
人
入
内
、
一
所
神

前
駆
、
上
白
御
車
、
被
儲
本

団
法
人
糺
の
森
顕
彰
会
事
務

導
集

上
巻
』）

て
諸
社
の
奉
幣
使
に
ま
ゐ
り

深
け
て
上
の
御
社
に
ま
ゐ
り

年
久
し
く
ま
ゐ
ら
で
か
は
ら

も
、
思
ふ
事
多
く
て
読
け
る

し
な
か
も
の
河
な
み

七
八号

、
一
九
八
七
年
九
月
発
行
。

宮
余
話
｜
」、『
論
集

説
話

行
。

月
十
三
日
、『
中
右
記
』
寛
治

。八
幡
宮
焼
亡
先
例
に
関
す
る

都
人
士
女
挙
首
参
詣
左
女
牛

想
云
々
」。



『
古
事
談

真
珠
庵
文
書
」
参

社
禰
宜
従
四
位
上

『
山
槐
記
』
保
元

為
親
、
源
中
納
言

簗
瀬
一
雄
氏
は

乳
母
の
よ
う
な
特

ら
れ
る
。
同
二
年

平
実
重
と
藤
原
実

『
台
記
』
仁
平
元

大
饗
の
条
。

「
発
心
集
の
原
態

荒
木
直
人
氏
「

彰
会
事
務
局
編
集

有
季
の
母
に
つ

蔵
）
参
照
。
長
継

『
兵
範
記
』
久
寿

大
東
急
記
念
文

フ
ィ
ル
ム
）。「
江

（『
大
東
急
記
念
文

『
和
歌
色
葉
集
抄

光
書
写
」
の
奥
書

歌
色
葉
抄
書
』、
皇

『
本
朝
世
紀
』
康

臣
実
重
」
と
あ
る

こ
の
藤
原
実
重
は

所
歟
、
一
所
大
舎

』
第
五

賀
茂
社
話
群
考

照
。
同
文
書
の
最
後
に
あ
る
「
仁
平
弐
年
七

鴨
県
主
（
花
押
）」
に
相
当
す
る
人
物
は
惟

四
年
二
月
二
十
一
日
条
「
御
椅
子
、〔
権
大

不
参
、
仍
為
親
重
役
〕」。

長
明
の
祖
母
（
季
継
の
妻
で
長
継
の
母
）
と

別
な
関
係
が
あ
っ
た
か
と
推
測
す
る
。（『

五
月
十
四
日
条
に
「
中
務
丞
平
実
重
」
と
あ

重
の
混
同
し
た
表
記
が
見
ら
れ
る
。

年
十
一
月
十
五
日
春
日
参
詣
、
同
二
年
一

と
増
補
」、『
中
世
文
学
』

号
、
一
九
七

鴨
社
河
崎
社
考
」（『
鴨
社
の
絵
図
』
所
収
、

・
発
行
、
一
九
八
九
年
五
月
）
に
掲
載
の
写

い
て
は
『
禰
宜
家
譜
』（
鴨
脚
家
文
書
・
京

の
妻
に
つ
い
て
は
『
平
安
遺
文
』
六
三
二

二
年
六
月
八
日
条
参
照
。

庫
蔵
『
古
事
談
』（
三
冊
本
、

・
６
・
三

戸
初
期
と
言
っ
て
も
中
期
に
近
い
頃
」

庫

貴
重
書
解
題
』
第
三
巻
、
一
九
八
一
年

書
』
神
宮
文
庫
第
三
門
一
七
七
号
、「
応
永

あ
り
。（
神
宮
古
典
籍
影
印
叢
刊
９
『
西
公

学
館
大
学
、
一
九
八
四
年
）。

治
元
年
七
月
二
十
七
日
条
に
は
「
中
務
少

。
一
月
十
八
日
条
に
は
「
散
位
藤
原
実
重
為

、
一
月
八
日
の
叙
位
で
従
五
位
上
に
な
っ
た

人
頭
家
行
朝
臣
奉
養
、
家
行
朝
臣
以
下
一
家

月
弐
拾
伍
日
鴨
御
祖

文
で
あ
る
。

進
行
隆
、
刑
部
大
輔

子
内
親
王
の
間
に
、

方
丈
記
全
注
釈
』、
角

り
、
他
の
箇
所
で
も

月
二
十
六
日
左
大
臣

七
年
。

財
団
法
人
糺
の
森
顕

真
参
照
。

都
府
立
総
合
資
料
館

四
号
、「
山
城
大
徳
寺

三
九
五
）（
マ
イ
ク
ロ

の
書
写
か
と
さ
れ
る

）。元
年
八
月
二
日
、
延

談
抄
・
発
心
集
・
和

丞
正
六
位
上
藤
原
朝

近
江
国
使
」
と
あ
り
、

儒
者
で
あ
る
と
考
え

※
引
用

『
宮
寺
縁

記
』『
長

群
載
』『

『
顕
輔
集

年
一
月
二

時
雨
亭
叢

礎
的
研
究

文
学
大
系

輩
六
人
前
駆
云
々
」。

川
書
店
、

に
用
い
た
主
な
テ
キ
ス
ト
は
、『
古
事
談
』

事
抄
』『
耀
天
記
』
は
神
道
大
系
「
石
清
水

秋
記
』『
兵
範
記
』『
山
槐
記
』
は
増
補
史
料

百
錬
抄
』『
後
愚
昧
記
』
は
国
史
大
系
、『
長

』『
千
載
集
』
は
新
編
国
歌
大
観
、『
顕
広
王

十
三
日
条
所
引
、『
吉
記
』
は
日
本
史
史
料

書
、『
月
詣
集
』
は
新
典
社
研
究
叢
書
『
月

』、『
伊
呂
波
字
類
抄
』
は
正
宗
敦
夫
編
、

の
各
本
を
用
い
た
。

一
九
七
六
年
）。

七
九

は
現
代
思
潮
社
古
典
文
庫
、

」「
日
吉
」、『
春
記
』『
中
右

大
成
、『
本
朝
世
紀
』『
朝
野

秋
詠
藻
』
は
和
歌
文
学
大
系
、

記
』
は
大
日
本
史
料
長
寛
三

叢
刊
、『
明
月
記
』
は
冷
泉
家

詣
和
歌
集
の
校
本
と
そ
の
基

『
古
今
著
聞
集
』
は
岩
波
古
典


